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デジタル時代の電気保安規制の在り方について

2021年12月27日
一般社団法人太陽光発電協会

１．デジタル時代における電気保安規制の見直しの要望

２．デジタル時代における電気保安規制の在り方について

再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース 準備会合資料
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１．デジタル時代における電気保安規制の見直しの要望
① 電気主任技術者制度に関する要望
② 遠隔監視に関する要望

２．デジタル時代における電気保安規制の在り方について
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参考：経産省による規制改革要望への対応状況
第6回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ資料より
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項目 現状の課題 要望内容 関連法規
a. 特高（5万V以上）の2
種電気主任技術者の配
置要件の緩和：再エネ
設備の実態を踏まえた
統括制度の導入

現行の統括制度では１人の統括電気主任
技術者（2種）が再エネ設備を６か所まで
監督することが可能であるが、その条件
の一つとして、統括電気主任技術者が２
時間以内に電気工作物の設置場所に到達
できることを求められている。しかしな
がら、5万V以上の特高の太陽光発電所が
隣接して設置されるケースは少なく、一
人の統括電気主任技術者が6か所の発電所
に２時間以内に到達できるケースは稀で
ある。

経産省では、スマート保安技術の活用に
よる１人の統括電気主任技術者による指
揮監督の下、第３種電気主任技術者免状
を持つ担当技術者を配置し、同技術者が
2時間以内に電気工作物の設置場所へ到
達できる形態を許容する緩和策を検討し
ている。
・幣協会としては、是非この要件緩和を
実現して欲しい。

・併せて、監督可能な再エネ設備を6カ
所から８カ所等に緩和して頂きたい。

・また、協定を結んだ複数の事業者が
共同で統括制度を実施できるように
して頂きたい。

電気事業法
施行規則

b. 特高（5万V以上）の
第2種電気主任技術者
の外部委託

特高（5万V以上）の第2種電気主任技術
者の外部委託は認められていないため、
特別高圧発電所のコスト低減の足かせに
なっている。

特高（5万V以上）の第2種電気主任技術
者の外部委託を認めて頂きたい。

電気事業法
施行規則

c. 2時間ルールの緩和
（特高・高圧共通）

「電気工作物の施設場所は、主任技術者
が常時勤務する場所または住居から２時
間以内に到着できる場所であること」が
要件とされているが、山間地等にも設置
される太陽光発電等の複数個所の分散電
源に一人の主任技術者が到達することは
困難。

以下の様な要件を満たす場合は、2時間
ルールを3時間等に緩和して頂きたい。
・遠隔で現地の様子（稼働状況等）が
把握できる。

・重大な事故発生時は自動又は遠隔で稼
働を停止し系統から解列可能。

・火災が発生しても、近隣の施設・建
築物等に延焼することが無いように
対策が講じられている。

電気事業法
施行規則

1-① 電気主任技術者制度に関する要望
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項目 現状の課題 要望内容 関連法規
d. 主任技術者の補助技術
者による月次点検等の
実施について（高圧設
備）

高圧の太陽光発電所（分散型電源）の月
次点検等に関しては、有資格者の主任技
術者が現地を訪れて実施する必要があり、
O&M費用の削減を妨げている。

以下の様な要件を満たす場合は、電気主
任技術者の監督の下、補助技術者による
月次点検の実施を許容して頂きたい。
・目視点検以外は遠隔で監視可能。
・遠隔で補助技術者の点検作業（主に
目視）を監督可能

・補助員は保守点検に関し、民間の講
習等を受講し認定を受けていること。

電気事業法
施行規則

e. 外部委託制度における
点検頻度や持ち点数の
見直し

発電コストの低減に寄与する、点検頻度
や持ち点数が合理的に見直しが実現して
いない。

遠隔監視やAIの活用により、現地点検作
業の補完や、主任技術者の支援が可能と
なってきており、点検頻度や持ち点数の
見直しを要望する。

電気事業法
施行規則

1-① 電気主任技術者制度に関する要望
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参考：経産省において検討中の新たな主任技術者の統括制度（特別高圧5万V以上）
第8回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ資料より
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参考：経産省において検討中の新たな主任技術者の統括制度（特別高圧5万V以上）
第８回 産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会電気保安制度ワーキンググループ資料より
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参考：主任技術者の選任等に関する欧米との比較：義務化されているのは日本のみ
出典：平成27年度電気設備保安制度等検討調査（電気設備の保安技術の高度化に関する在り方の調査・検討）報告書
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1-②遠隔監視に関する要望
項目 現状の課題 要望内容 関連法規

a. 発電所データ遠隔常時
監視による現地点検の
代替（遠隔化）

監視カメラによる一部点検項目の遠隔点
検は可能となったが、実態としては、広
大な太陽光発電所内の巡回を必要とする
点検の代替には至っていない。

例えば、パネル裏面はカメラ監視困難で
あり、また、監視カメラの必要設置台数
が数十台を超える場合もありコスト的負
担が大きい。

視覚情報以外の常時監視で得られた数値
データの分析で発電所の経年進行の状況
を把握する等、現地点検の多くを代替え
できる手法の確立・導入が求められてい
る。

例えば、発電所の詳細データ（ストリン
グ電流、電圧など）を常時監視で数値化
したり、AI等を活用した異常の予兆検知
によって、
・現地点検の代替が可能となること、
・データ分析など新たな分野での人材活
用が可能となること

等を検証し、遠隔化の推進を図ることを
要望する。

電気事業法
施行規則

b. ドローンに関わる規制
緩和

ドローンの活用は、太陽光発電所の保守
点検の高度化・効率化において必要不可
欠になりつつあるが、
ドローンの完全無人化（ドローンポート
などからの離発着による）に関しては許
されていないため、現地にドローンパイ
ロットを派遣する必要がある。

完全無人化の規制緩和に向けて、まずは
リスクの洗い出しと制度設計のための実
証実験等を進めて頂きたい。

航空法
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出所：第８回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ資料より

参考：月次点検の遠隔化に関する規制緩和（実施済み）
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出所：第4回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ資料より

参考：月次点検の遠隔化に関する規制緩和の内容（実施済み）



12

出所：第4回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ資料より

参考：月次点検の遠隔化に関する規制緩和の内容（実施済み）



13

【ご指摘事項】

「外部委託の場合は告示等により定期点検の頻度と方法が定められているが、選任の場合
は制度上は主任技術者の裁量で点検方法や点検頻度等は決めることができることとなって
いる。しかし、選任の場合でも産業保安監督部に保安規程の届出を行うに当たり、実際に
は民間規格・ガイドライン（「自家用電気工作物保安管理規程（電気技術規程使用設備
編） JEAC8021-2018」など）を参考にして作成している実態があるところ、スマート保
安の促進には、民間規格・ガイドラインの見直しが重要。例えば、既に制度上は太陽光発
電設備（受変電設備以外）の月次点検は遠隔監視が可能になったところ、太陽光発電シス
テム保守点検ガイドライン第 2 版（（日本電機工業会、太陽光発電協会 2019、pp.65-
70）では「目視」点検が原則的な記載となっているなど。」

参考：太陽光発電システム保守点検ガイドライン第 2 版における目視点検

【太陽光発電システム保守点検ガイドライン第 2 版に関するJPEAの見解】
• 本ガイドラインは目視も含め、どの部分をどのように確認するのかというポイントを
示すのが目的であり、確認の方法を制限しているわけではないことをご理解ください。

• 本ガイドラインとしては、監視カメラ等により、現地での目視と同等の効果が期待でき
る方法であれば、これを排除するものでは決してありません。

• 今年4月からは、保安規制上、監視カメラによる遠隔化が認められましたので、可能な
場合は、是非そのように保安規定に定めて頂ければと思います。

• 一方、「スマート保安の促進には、民間規格・ガイドラインの見直しが重要」というご
指摘は御尤もであり、次期改訂時には、最新の知見を加えてスマート保安の推進に寄与
できればと考えております。
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AI等活用した遠隔常時監視 と 定期検査にドローン・カメラ活用 で 重大事故防止 と 長期安定運用 を実現

参考：発電所データ遠隔常時監視による現地点検の代替の例（by 住友電工）
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１．デジタル時代における電気保安規制の見直しの要望

２．デジタル時代における電気保安規制の在り方について
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２．デジタル時代における電気保安規制の在り方について（JPEAの見解）

• 特高・高圧（特に特高）設備に関しては、従来からの保安規制が発電コスト低減の制約
になっており、これからのデジタル時代にマッチした合理的な規制改革が望まれる。
（日本における太陽光発電設備が、大規模になってもコストが下がらない（スケールメ
リットが発揮できない）要因の一つとして、電気保安規制があるのではないか。）

• 中小規模、特に低圧（10kW～50kW）の太陽光発電設備に関しては、保安に関する認
識が必ずしも高くない事業者が存在し、遠隔監視等の導入率も低いことが課題。

• 従って、先ずは保安管理の重要性に関する事業者の認識の向上が肝要。
• 次に、遠隔監視導入の障壁となっている費用対効果の改善が必要であり、以下の取組が
望まれる。
 スマートメーターの発電データを活用した健全性診断等を普及させる
 出力制御のオンライン化に合わせてスマート保安を導入し費用対効果を向上させる

• 将来的には、PCSの交換時期合わせて遠隔監視の導入を実施したり、需給調整市場にお
いて再エネの出力制御を対象とした商品を積極的に設ける等で、オンライン制御と遠隔
監視の標準装備化を目指す（中～大規模の太陽光発電を含め）。

特高・高圧（特に特高）の中～大規模な太陽光発電設備に関して

中小規模（特に低圧（10kW～50kW））の太陽光発電設備に関して

デジタル技術を最大限活用することで、現地保守の省力化（コスト低減）と質の向上、
さらに、効率的な予防保全による発電所の長期安定稼働の実現が目指す姿ではないか。
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低圧設備は、日本の再エネ主力電源化に向け、必要な電源

■日本は世界と比べ、低圧設備（10~50kW未満）の比率が突出して高い水準にある。
■低圧設備（10~50kW未満）は、導入容量基準で35%、導入件数基準で95%ある。

日本の再エネ主力電源化に向けて、「低圧設備（10~50kW未満）」は、
大きな影響力があり必要不可欠な電源である。

資料）エネ庁固定価格買取制度情報公表用ウェブサイトより作成
（2021年3月末時点の累積導入量）

※住宅を除く

※ 日本は2021年3月末時点の累積導入量。
※ ドイツは2014～2017年の累積導入量。（ドイツ連邦ネットワーク庁EEG対象の太陽光発電設備登録簿のデータに対して、

EEG in Zahlen 2015のデータの内、地上設置の割合を乗じて推定。）
※ イタリアは2009～2017年の累積導入量（イタリアGSE Repporto Statistico）。ただし、2009年は1,000kW超の区分のみ

であり、当該区分に5,000kW超のデータが含まれる。
資料）2018年12月26日再生可能エネルギー・次世代電力ネットワーク小委員会再生可能エネルギーの産業競争力についてを基に作成

日本・導入容量 ドイツ・導入容量 イタリア・導入容量

日本の低圧設備の現状

日本 導入件数（件） 比率
10～50kW 622,765 95%
50～500kW 18,367 3%

500～1,000kW 6,736 1%
1,000～2,000kW 7,149 1%

2,000kW～ 747 0%

日本 導入容量（万kW） 比率
10～50kW 1,667 35%
50～500kW 466 10%

500～1,000kW 468 10%
1,000～2,000kW 1,083 22%

2,000kW～ 1,143 24%

参考：小出力発電設備（太陽光発電）に係わる業界としての課題認識
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参考：スマートメーターの設置は2025年度中に全国で完了する見込み
出所：第7回 次世代スマートメーター制度検討会の送配電網協議会提出資料より


